
 

鳥取県教育委員会告示第５号 

鳥取県文化財保護条例（昭和34年鳥取県条例第50号）第４条第１項の規定に基づき、次のとおり鳥取県指定保

護文化財の指定をするので、同条第３項の規定により告示する。 

 

  平成23年３月22日 

鳥取県教育委員会委員長 笠 見 幸 子 

 

絵画の部 

 

 

 

 

彫刻の部 

 

 

 

 

歴史資料の部 

名称 員数 所在の場所 

旧日ノ丸自動車法勝寺鉄道車両附関連

資料一括 

 

一 デハ201形203号電動客車（車両銘 

板を含む。） 

 

二 フ50形フ50号附随客車 

   

三 関連資料 

 手用制動機ハンドル 

逆転機ハンドル   

 空気制動機ハンドル 

 通票式閉塞装置 

棒形通票 

 打音検査用ハンマー 

行先表示板   

 曲線用レールゲージ 

色灯式２灯信号機 

 壁掛け式電話機 

 駅長印 

 列車時刻変更通知書入袋 

 

 

 

１両 

 

 

１両 

 

 

１箇 

２箇 

４箇 

１箇 

２箇 

２箇 

２箇 

１箇 

１箇 

１箇 

６箇 

１箇 

 

 

 

西伯郡南部町法勝寺336  

南部町立西伯小学校 

 

米子市道笑町一丁目２－４ 

米子市元町パティオ広場 

西伯郡南部町下中谷1008 

板祐生出会いの館 

 

考古資料の部 

名称 員数 所在の場所 

蔵見３号墳出土鴟尾付陶棺附出土遺物

一括 

 

 

鳥取市湯所町一丁目148－２ 

鳥取市出土品収蔵庫 

名称 員数 所在の場所 

紙本金地著色竹梅図・紙本著色草虫図衝

立 

１基 鳥取市東町二丁目124 

鳥取県立博物館 

名称 員数 所在の場所 

木造阿弥陀如来立像 １躯 

木造蔵王権現立像 １躯 

東伯郡三朝町大字三徳1010 

三徳山三佛寺 



 

 

一 鴟尾付陶棺  

 陶棺残欠 

 

二 須恵器 

坏蓋 

坏身 

高坏 

平瓶   

長頸壺    

鳥形瓶    

装飾須恵器片   

 

三 青銅製品 

鍔   

（昭和51年度から平成８年度までの出

土遺物） 

 

１箇 

 

 

 

21箇 

19箇 

１箇 

２箇 

２箇 

１箇 

６箇 

 

 

１箇 

 

建造物の部 

名称 員数 所在の場所 

尾﨑家住宅 

主屋    

ブツマ   

土蔵    

新蔵    

質蔵    

南蔵    

米蔵    

味噌蔵   

板蔵    

ワラ置場   

旧味噌蔵・薪小屋  

門長屋     

 附塀 

 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

１棟 

東伯郡湯梨浜町大字宇野1518  

 




